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変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

Pi 平成１６年４月，司法試験という「点」のみの 平成１６年４月，司法試験という「点」のみの 改訂に伴い，不適切な
選抜による現状から，法学教育，司法試験，司法 選抜による現状から，法学教育，司法試験，司法 表現であると考えられる

はじめに 修習を有機的に連携させた「プロセス」としての 修習を有機的に連携させた「プロセス」としての ため，削除した。
法曹養成制度を新たに整備するため，その中核を 法曹養成制度を新たに整備するため，その中核を
成すものとしての法科大学院の創設と，設置後の 成すものとしての法科大学院の創設と，設置後の
教育活動等の質を保証することを目的とした第三 教育活動等の質を保証することを目的とした第三
者評価制度（適格認定）は，質・量ともに豊かな 者評価制度（適格認定）は，質・量ともに豊かな
法曹を養成するために極めて重要な制度であり， 法曹を養成するために極めて重要な制度であり，
今開始されたところである。 今開始されたところである。

新たな法曹養成制度において求められる法曹に 新たな法曹養成制度において求められる法曹に
必要な資質として・・・ 必要な資質として・・・

このような法科大学院の第三者評価の重要な役 このような法科大学院の第三者評価の重要な役
割を意識し，独立行政法人大学評価・学位授与機 割を意識し，独立行政法人大学評価・学位授与機
構（以下 「機構」という ）では，平成１４年１ 構（以下 「機構」という ）では，平成１４年１， 。 ， 。
１月に設置された，機構の評価事業の今後の在り １月に設置された，機構の評価事業の今後の在り
方に関する検討会議での審議を踏まえ，平成１５ 方に関する検討会議での審議を踏まえ，平成１５
年２月，法科大学院の認証評価に関する検討会議 年２月，法科大学院の認証評価に関する検討会議
を設置し，学校教育法第６９条の３第３項の規定 を設置し，学校教育法第６９条の３第３項の規定
に基づく法科大学院の認証評価の評価基準及び評 に基づく法科大学院の認証評価の評価基準及び評
価方法について，検討を行い，その結果を法科大 価方法について，検討を行い，その結果を法科大
学院評価基準要綱（案）として取りまとめ，これ 学院評価基準要綱（案）として取りまとめ，これ
を社会に公表し，法科大学院関係者及び法曹関係 を社会に公表し，法科大学院関係者及び法曹関係
者等から幅広く意見を求めた。それらの意見をも 者等から幅広く意見を求めた。それらの意見をも
踏まえた上で，平成１６年４月，新たに設置した 踏まえた上で，平成１６年４月，新たに設置した
法科大学院認証評価委員会において更に検討を重 法科大学院認証評価委員会において更に検討を重
ね，このたび，法科大学院評価基準要綱を最終的 ね，このたび，法科大学院評価基準要綱を最終的
に決定した。 に決定した。

「科目」と「授業科Pⅱ ８－４ 専任教員の担当科目の比率 ・・・ ８－４ 専任教員の担当授業科目の比率 ・・・
目」の区別を明確にす
るため，修正した。目次

法科大学院評価基準要綱対照表
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変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

P7 解釈指針２－１－２－５ 解釈指針２－１－２－５ 字句を修正した。
実質的に法律基本科目にあたる授業科目が， 実質内容的に法律基本科目にあ当たる授業科 また 「法律実務基礎，

基準 基礎法学・隣接科目，展開・先端科目，その他 目が 法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 科目」も含むことを明確， ， ，
２－１－２ の授業科目として開設されていないこと。 展開・先端科目，その他の授業科目として開設 にするため，追加した。

されていないこと。

解釈指針２－１－３－１ 解釈指針２－１－３－１ 「科目」と「授業科P7
基準２－１－２（１）に定める法律基本科 基準２－１－２（１）に定める法律基本科 目」の区別を明確にす

目については，次に掲げる単位数の科目を必 目については，次に掲げる単位数の授業科目 るため，修正した。基準
。２－１－３ 修科目として開設することを標準とする。標 を必修科目として開設することを標準とする

準単位数を超えて必修科目又は選択必修科目 標準単位数を超えて必修科目又は選択必修科
を開設する場合には，８単位増をもって必修 目を開設する場合には，８単位増をもって必
総単位数の上限とする。 修総単位数の上限とする。

解釈指針２－１－３－２ 解釈指針２－１－３－２P8
（１）法律実務基礎科目は，次に掲げる内容 （１）法律実務基礎科目は，次に掲げる内容

に相当する科目６単位が必修とされてい に相当する授業科目６単位が必修とされ基準
ること。 ていること。２－１－３

ア 法曹としての責任感や倫理観を涵 ア 法曹としての責任感や倫理観を涵
養するための教育内容 （２単位） 養するための教育内容 （２単位）

イ 要件事実及び事実認定に関する基 イ 要件事実及び事実認定に関する基
礎的な教育を含む民事訴訟実務の基 礎的な教育を含む民事訴訟実務の基
礎 （２単位） 礎 （２単位）

ウ 事実認定に関する基礎的な教育を ウ 事実認定に関する基礎的な教育を
含む刑事訴訟実務の基礎（２単位） 含む刑事訴訟実務の基礎（２単位）

法科大学院評価基準要綱対照表
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

解釈指針２－１－３－２ 解釈指針２－１－３－２ 「科目」と「授業科P8
（２）法曹としての責任感や倫理観を涵養す （２）法曹としての責任感や倫理観を涵養す 目」の区別を明確にす

るために 「法曹倫理」などとして独立 るために 「法曹倫理」などとして独立 るため，修正した。基準 ， ，
２－１－３ また，各法科大学院のの科目が開設されていることが望ましく の授業科目が開設されていることが望ま，

実状を踏まえ 「望ましまた，他の科目の授業においてもこのこ しく、 。また，他の授業科目の授業に ，
い」要件を必修要件としとに留意した教育が行われていること。 おいてもこのことに留意した教育が行わ
て，修正した。れていること。

解釈指針２－１－３－２ 解釈指針２－１－３－２ 「科目」と「授業科
（３）次に掲げる教育内容について指導が行 （３）次に掲げる教育内容について指導が行 目」の区別を明確にす

われていること。ただし，これらの指導 われていること。ただし，これらの指導 るため，修正した。
のために科目を開設し，単位を認定する のために授業科目を開設し，単位を認定
ことは要しない。 することは要しない。
ア 法情報調査 ア 法情報調査
（法令，判例及び学説等の検索，並び （法令，判例及び学説等の検索，並び

に判例の意義及び読み方の学習等， に判例の意義及び読み方の学習等，
法学を学ぶ上で必要な法情報の調査 法学を学ぶ上で必要な法情報の調査
・分析に関する技法を修得させる教 ・分析に関する技法を修得させる教
育内容） 育内容）

イ 法文書作成 イ 法文書作成
（契約書・遺言書又は法律意見書・調 （契約書・遺言書又は法律意見書・調

査報告書等の法的文書の作成の基本 査報告書等の法的文書の作成の基本
的技能を，添削指導等により修得さ 的技能を，添削指導等により修得さ
せる教育内容） せる教育内容）
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

解釈指針２－１－３－２ 解釈指針２－１－３－２ 「科目」と「授業科P8
（４）法律実務基礎科目について （１）に （４）法律実務基礎科目について （１）に 目」の区別を明確にす， ，

掲げる６単位のほか，平成２３年度まで 掲げる６単位のほか，平成２３年度まで るため，修正した。基準
， 。２－１－３ また 字句を修正したに，次に例示する内容の科目その他の法 に，次に例示する内容の授業科目その他

曹としての技能及び責任等を修得させる の法曹としての技能及び責任等を修得さ
ために適切な内容を有する科目のうち， せるために適切な内容を有する授業科目
４単位相当が必修又は選択必修とされて のうち，４単位相当が必修又は選択必修
いること。 とされていること。
ア 模擬裁判 ア 模擬裁判
（民事・刑事裁判過程の主要場面につ （民事・刑事裁判過程の主要場面につ

いて，ロールプレイ等のシミュレー いて，ロールプレイ等のシミュレー
， ，ション方式によって学生に参加させ ション方式によって学生に参加させ

裁判実務の基礎的技能を身につけさ 裁判実務の基礎的技能を身につ付け
せる教育内容） させる教育内容）

イ ローヤリング イ ローヤリング
（依頼者との面接・相談・説得の技法 （依頼者との面接・相談・説得の技法

や，交渉・調停・仲裁等のADR（裁 や，交渉・調停・仲裁等のADR（裁
判外紛争処理）の理論と実務を，ロ 判外紛争処理）の理論と実務を，ロ
ールプレイをも取り入れて学ばせ，法 ールプレイをも取り入れて学ばせ，法
律実務の基礎的技能を修得させる教育内 律実務の基礎的技能を修得させる教育内
容） 容）

ウ クリニック ウ クリニック
（弁護士の指導監督のもとに，法律相 （弁護士の指導監督のもとに，法律相

談，事件内容の予備的聴き取り，事 談，事件内容の予備的聴き取り，事
案の整理，関係法令の調査，解決案 案の整理，関係法令の調査，解決案
の検討等を具体的事例に則して学ば の検討等を具体的事例に則して学ば
せる教育内容） せる教育内容）

エ エクスターンシップ エ エクスターンシップ
（法律事務所，企業法務部，官公庁法 （法律事務所，企業法務部，官公庁法
務部門等で行う研修） 務部門等で行う研修）
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

解釈指針２－１－３－２ 解釈指針２－１－３－２ 「科目」と「授業科P8
（５）法律実務基礎科目については （１） （５）法律実務基礎科目については （１） 目」の区別を明確にす， ，

及び（３）に定める内容の科目並びに 及び（３）に定める内容の授業科目並び るため，修正した。基準
（４）に例示する内容の科目に加え，公 に（４）に例示する内容の授業科目に加２－１－３
法系の諸問題を含む訴訟実務に関する科 え，公法系の諸問題を含む訴訟実務に関
目及び各法科大学院の目的に応じて専門 する授業科目及び各法科大学院の目的に
的訴訟領域の実務に関する科目を開設す 応じて専門的訴訟領域の実務に関する授
ることが望ましい。 業科目を開設することが望ましい。

解釈指針２－１－３－３ 解釈指針２－１－３－３ 「科目」と「授業科P9
基礎法学・隣接科目については，学生がそ 基礎法学・隣接科目については，学生がそ 目」の区別を明確にす

れぞれの関心に応じて効果的な履修を行うた れぞれの関心に応じて効果的な履修を行うた るため，修正した。基準
めに十分な数の科目が開設され，そのうち， めに十分な数の授業科目が開設され，そのう また，必修科目も含２－１－３
４単位以上が選択必修とされていること。 ち，４単位以上が必修又は選択必修とされて むことを明確にするた

いること。 め，追加した。

解釈指針２－１－３－４ 解釈指針２－１－３－４ 「科目」と「授業科
展開・先端科目については，各法科大学院 展開・先端科目については，各法科大学院 目」の区別を明確にす

の養成しようとする法曹像に適った内容を有 の養成しようとする法曹像に適った内容を有 るため，修正した。
する科目が十分な数開設され，かつ，これら する授業科目が十分な数開設され，かつ，こ
の科目のうち，１２単位以上が必修又は選択 れらの授業科目のうち，１２単位以上が必修
必修とされていること。 又は選択必修とされていること。

解釈指針３－１－１－１ 解釈指針３－１－１－１P10
法科大学院においては，すべての科目につ 法科大学院においては，すべての授業科目

いて，当該科目の性質及び教育課程上の位置 について，当該授業科目の性質及び教育課程基準
付けにかんがみて，基準３－１－１に適合す 上の位置付けにかんがみて，基準３－１－１３－１－１
る数の学生に対して授業が行われているこ に適合する数の学生に対して授業が行われて
と。 いること。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

解釈指針３－１－１－２ 解釈指針３－１－１－２ 「科目」と「授業科P10
基準３－１－１にいう「学生数」とは，実 基準３－１－１にいう「学生数」とは，実 目」の区別を明確にす

際に当該授業を履修する者全員の数を指し， 際に当該授業科目を履修する者全員の数を指 るため，修正した。基準
次に掲げる者を含む。 し，次に掲げる者を含む。３－１－１

（１）当該科目を再履修している者。 （１）当該授業科目を再履修している者。
（２）当該科目の履修を認められている他 （２）当該授業科目の履修を認められてい

専攻の学生，他研究科の学生（以下， る他専攻の学生，他研究科の学生（以
合わせて「他専攻等の学生」という ） 下，合わせて「他専攻等の学生」とい。
及び科目等履修生。 う ）及び科目等履修生。。

解釈指針３－１－１－３ 解釈指針３－１－１－３
他専攻等の学生又は科目等履修生による法 他専攻等の学生又は科目等履修生による法

科大学院の科目の履修は，当該科目の性質等 科大学院の授業科目の履修は，当該授業科目
に照らして適切な場合に限られていること。 の性質等に照らして適切な場合に限られてい

ること。

P10 字句を修正した。解釈指針３－１－２－１ 解釈指針３－１－２－１
法律基本科目について同時に授業を行う学 法律基本科目について同時に授業を行う学

生数が，原則として，８０人を超えていない 生数が，原則として，８０人を超えていない基準
こと。 こと。３－１－２

８０人を超える場合は，超えるに至った事 ８０人を超える場合には，超えるに至った
情及びそれを将来的に是正する措置が明らか 事情及びそれを将来的に是正する措置が明ら
にされているとともに，当該授業科目の授業 かにされているとともに，当該授業科目の授
の方法及び施設，設備その他の教育上の諸条 業の方法及び施設，設備その他の教育上の諸
件に照らして，双方向的又は多方向的な密度 条件に照らして，双方向的又は多方向的な密
の高い教育を行うことが妨げられないための 度の高い教育を行うことが妨げられないため
具体的な措置がとられていること （解釈指 の具体的な措置がとられていること （解釈。 。
針３－２－１－３を参照 ） 指針３－２－１－３を参照 ）。 。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

「科目」と「授業科P11 ・・・ ・・・
（２）１年間の授業の計画，各科目における授 （２）１年間の授業の計画，各授業科目におけ 目」の区別を明確にす

業の内容及び方法，成績評価の基準と方法 る授業の内容及び方法，成績評価の基準と るため，修正した。基準
， 。３－２－１ また 字句を修正したがあらかじめ学生に周知されていること。 方法があらかじめ学生に周知されていること。

（３）授業の効果を十分にあげられるよう，授 （３）授業の効果を十分にあ上げられるよう，
業時間外における学習を充実させるための 授業時間外における学習を充実させるため
措置が講じられていること。 の措置が講じられていること。

P12 字句を修正した。解釈指針３－２－１－４ 解釈指針３－２－１－４
・・・ ・・・

（２）エクスターンシップにおいては，法科大 （２）エクスターンシップにおいては，法科大基準
学院の教員が，研修先の実務指導者との間 学院の教員が，研修先の実務指導者との間３－２－１
の連絡を踏まえて研修学生を適切に指導監 の連絡を踏まえて研修学生を適切に指導監
督し，かつ単位認定等の成績評価に責任を 督し，かつ，単位認定等の成績評価に責任
もつ体制がとられていること。また，エク をもつ体制がとられていること。また，エ
スターンシップによる単位認定を受ける学 クスターンシップによる単位認定を受ける
生は，研修先から報酬を受け取っていない 学生は，研修先から報酬を受け取っていな
こと。 いこと。

例示であることを明確解釈指針３－２－１－５ 解釈指針３－２－１－５
にするため，追加した。学生が事前事後の学習を効果的に行うため 学生が事前事後の学習を効果的に行うため

の適切な具体的措置としては，次に掲げるも の適切な具体的措置としては，例えば次に掲
のが考えられる。 げるものが考えられる。

集中講義に係る授業の解釈指針３－２－１－６ 解釈指針３－２－１－６
履修に際しての授業時間集中講義を実施する場合には，授業時間外 集中講義を実施する場合には，その授業の
外の事前事後の学習に必の学習に必要な時間が確保されるように配慮 履修に際して授業時間外の事前事後の学習に
要な時間を確保する趣旨されていること。 必要な時間が確保されるように配慮されてい

・・・ を明確にするため，修正ること。
・・・ した。

， 。また 字句を削除した
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

字句を修正した。P13 解釈指針３－３－１－４ 解釈指針３－３－１－４
研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応 研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応

じ，３年を超える標準修業年限を定める場合 じ，３年を超える標準修業年限を定める場合基準
は，基準３－３－１及び解釈指針３－３－１ には，基準３－３－１及び解釈指針３－３－３－３－１
－１において「３６単位」とあるのは，「３６ １－１において「３６単位」とあるのは，「３６
を当該標準修業年限数で除した数に３を乗じ を当該標準修業年限数で除した数に３を乗じ
て算出される数の単位」と，基準３－３－１ て算出される数の単位」と，基準３－３－１
及び解釈指針３－３－１－２において「４４ 及び解釈指針３－３－１－２において「４４
単位」とあるのは 「４４を当該標準修業年 単位」とあるのは 「４４を当該標準修業年， ，
限数で除した数に３を乗じて算出される数の 限で除した数に３を乗じて算出される数の単
単位」と読み替えるものとする。 位」と読み替えるものとする。

・・・ ・・・P14
（１）成績評価の基準が設定され，かつ学生に （１）成績評価の基準が設定され，かつ，学生

周知されていること。 に周知されていること。基準
４－１－１

（２）当該成績評価基準にしたがって成績評価 （２）当該成績評価の基準にしたがって成績評
が行われていることを確保するための措置 価が行われていることを確保するための措
がとられていること。 置がとられていること。

・・・ ・・・
（４）期末試験を実施する場合は，実施方法に （４）期末試験を実施する場合には，実施方法

。ついても適切な配慮がなされていること。 についても適切な配慮がなされていること

解釈指針４－１－１－１ 解釈指針４－１－１－１ 「科目」と「授業科
基準４－１－１（１）における成績評価の 基準４－１－１（１）における成績評価の 目」の区別を明確にす

基準として，科目の性質上不適合な場合を除 基準として，授業科目の性質上不適合な場合 るため，修正した。
き，成績のランク分け，各ランクの分布の在 を除き，成績のランク分け，各ランクの分布
り方についての方針の設定，成績評価におけ の在り方についての方針の設定，成績評価に
る考慮要素があらかじめ明確に示されている おける考慮要素があらかじめ明確に示されて
こと。 いること。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

字句を修正した。P14 解釈指針４－１－１－２ 解釈指針４－１－１－２
（ ） ，基準４－１－１（２）における措置として， 基準４－１－１ ２ における措置としては

基準 例えば次のものが考えられる。 例えば次のに掲げるものが考えられる。
４－１－１ （１）成績評価について説明を希望する学生 （１）成績評価について説明を希望する学生

に対して説明する機会が設けられている に対して説明する機会が設けられている
こと。 こと。

（２）筆記試験採点の際の匿名性が適切に確 （２）筆記試験採点の際の匿名性が適切に確
保されていること。 保されていること。

（３）科目間や担当者間の採点分布に関する （３） 科目間や担当者間の採点分布に関授業
データが関係教員の間で共有されている するデータが関係教員の間で共有されて
こと。 いること。

P15 学生が在籍する法科大学院以外の機関にお 学生が在籍する法科大学院以外の機関にお
ける履修結果をもとに，当該法科大学院にお ける履修結果をもとに，当該法科大学院にお
ける単位を認定する場合は，当該法科大学院 ける単位を認定する場合には，当該法科大学基準
としての教育課程の一体性が損なわれていな 院としての教育課程の一体性が損なわれてい４－１－２
いこと，かつ厳正で客観的な成績評価が確保 ないこと，かつ，厳正で客観的な成績評価が
されていること。 確保されていること。

P15 解釈指針４－１－３－１ 解釈指針４－１－３－１ 「科目」と「授業科
進級制を採用するに当たっては 対象学年 進級制を採用するに当たっては 対象学年 目」の区別を明確にす， ， ， ，

進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績 進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績 るため，修正した。基準
内容 ，原級留置の場合の取扱い（再履修を 内容 ，原級留置の場合の取扱い（再履修を４－１－３ ） ）
要する科目の範囲）などが，各法科大学院に 要する授業科目の範囲）などが，各法科大学
おいて決定され 学生に周知されていること 院において決定され，学生に周知されている， 。

こと。

字句を修正した。P18 解釈指針４－３－１－４ 解釈指針４－３－１－４
学生が入学する法科大学院以外の機関が実 学生が入学する法科大学院以外の機関が実

施する法律基本科目試験の結果を考慮して， 施する法律基本科目試験の結果を考慮して，基準
法学既修者としての認定を行う場合，解釈指 法学既修者としての認定を行う場合には，解４－３－１
針４－３－１－１に照らして，適正な方法で 釈指針４－３－１－１に照らして，適正な方
あることが明らかにされていること。 法であることが明らかにされていること。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

解釈指針５－１－１－３ 解釈指針５－１－１－３ 字句を修正した。P19
「研修及び研究」の内容として，例えば次に 「研修及び研究」の内容としては，例えば次

基準 掲げるものが考えられる。 に掲げるものが考えられる。
５－１－１ ・・・ ・・・

P19 解釈指針５－１－２－１ 解釈指針５－１－２－１ 「科目」と「授業科
実務家として十分な経験を有する教員であ 実務家として十分な経験を有する教員であ 目」の区別を明確にす

って，教育上の経験に不足すると認められる って，教育上の経験に不足すると認められる るため，修正した。基準
者については，これを補うための教育研修の 者については，これを補うための教育研修の５－１－２
機会を得ること，また，大学の学部や大学院 機会を得ること，また，大学の学部や大学院
において十分な教育経験を有する教員であっ において十分な教育経験を有する教員であっ
て，実務上の知見に不足すると認められる者 て，実務上の知見に不足すると認められる者
については，担当する科目に関連する実務上 については，担当する授業科目に関連する実
の知見を補完する機会を得ることが，それぞ 務上の知見を補完する機会を得ることが，そ
れ確保されているよう，法科大学院において れぞれ確保されているよう，法科大学院にお
適切な措置をとるよう努めていること。 いて適切な措置をとるよう努めていること。

字句を修正した。P20 解釈指針６－１－３－１ 解釈指針６－１－３－１
入学者選抜において，当該法科大学院を設 入学者選抜において，当該法科大学院を設

置している大学の主として法学を履修する学 置している大学の主として法学を履修する学基準
， （ ， ， （ ，６－１－３ 科又は課程等に在学 又は卒業した者 以下 科又は課程等に在学 又は卒業した者 以下

「自校出身者」という ）について優先枠を 「自校出身者」という ）について優先枠を。 。
。設ける等の優遇措置を講じていないこと。 設ける等などの優遇措置を講じていないこと

解釈指針６－１－３－２ 解釈指針６－１－３－２ すべての法科大学院に
，入学者への法科大学院に対する寄付等の募集 入学者へのに対して法科大学院に対するへの 該当するものでないため

開始時期は入学後とし，それ以前にあっては募 寄付等の募集を行っているう場合には，その開 修正した。
集の予告にとどめていること。 始時期は入学後とし，それ以前にあっては募集

の予告にとどめていること。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

字句を修正した。P22 解釈指針６－２－１－１ 解釈指針６－２－１－１
基準６－２－１に規定する「収容定員」と 基準６－２－１に規定する「収容定員」と

は，入学定員の３倍の数をいう。また同基準 は，入学定員の３倍の数をいう。また，同基基準
に規定する在籍者には，原級留置者及び休学 準に規定する在籍者には，原級留置者及び休６－２－１
者を含む。 学者を含む。

解釈指針６－２－１－２ 解釈指針６－２－１－２
在籍者数が収容定員を上回った場合には， 在籍者数が収容定員を上回った場合には，

かかる状態が恒常的なものとならないための かか係る状態が恒常的なものとならないため
措置が講じられていること。 の措置が講じられていること。

P23 解釈指針７－１－１－４ 解釈指針７－１－１－４
履修指導においては，各法科大学院が掲げ 履修指導においては，各法科大学院が掲げ

る教育理念及び目的に照らして適切なガイダ る教育の理念及び目的に照らして適切なガイ基準
ンスが実施されていること。 ダンスが実施されていること。７－１－１

字句を修正した。P27 解釈指針８－１－１・２－１ 解釈指針８－１－１・２－１
また 「自己点検及び教員の最近５年間における教育上又は研究 教員の最近５年間における教育上又は研究 ，

基準 評価の結果の公表等」は上の業績等，各教員が，その担当する専門分 上の業績等，各教員が，その担当する専門分
８－１－１ 例示であることを明確に野について，教育上の経歴や経験，理論と実 野について，教育上の経歴や経験，理論と実
８－１－２ するため，修正した。務を架橋する法学専門教育を行うために必要 務を架橋する法学専門教育を行うために必要

な高度の教育上の指導能力を有することを示 な高度の教育上の指導能力を有することを示 字句を削除した。
す資料が，自己点検及び自己評価の結果の公 す資料が，自己点検及び自己評価の結果の公
表等を通じて開示されていること。 表等を通じてその他の方法で開示されている

こと。

P27 解釈指針８－１－２－２ 解釈指針８－１－２－２
基準８－１－２に規定する専任教員につい 基準８－１－２に規定する専任教員につい

ては，その専門の知識経験を生かした学外で ては，その専門の知識経験を生かした学外で基準
の公的活動や社会貢献活動も自己点検及び自 の公的活動や社会貢献活動も自己点検及び自８－１－２
己評価の結果の公表等を通じて開示されてい 己評価の結果の公表等を通じてその他の方法
ることが望ましい。 で開示されていることが望ましい。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

字句を修正した。P29 解釈指針８－２－１－４ 解釈指針８－２－１－４
入学定員１０１～１９９人の法科大学院に 入学定員１０１～１９９人の法科大学院に

ついては，法律基本科目のうち民法に関する ついては，法律基本科目のうち民法に関する基準
分野を含む少なくとも３科目について複数の 分野を含む少なくとも３科目について複数の８－２－１
専任教員を置いていること。入学定員２００ 専任教員を置いていること。入学定員２００
人以上の法科大学院については，法律基本科 人以上の法科大学院については，法律基本科
目のうち，公法系４名，刑事法系４名，民法 目のうち，公法系４名人，刑事法系４名人，
に関する分野４名，商法に関する分野２名， 民法に関する分野４名人，商法に関する分野
民事訴訟法に関する分野２名以上の専任教員 ２名人，民事訴訟法に関する分野２名人以上
（専ら実務的側面を担当する教員を除く ） の専任教員（専ら実務的側面を担当する教員。
が置かれていること。 を除く ）が置かれていること。。

P31 解釈指針８－３－１－１ 解釈指針８－３－１－１ 「科目」と「授業科
基準８－３－１で規定する実務家教員は， 基準８－３－１で規定する実務家教員は， 目」の区別を明確にす

その実務経験との関連が認められる科目を担 その実務経験との関連が認められる授業科目 るため，修正した。基準
当していること。 を担当していること。８－３－１

P32 ８－４ 専任教員の担当科目の比率 ８－４ 専任教員の担当授業科目の比率

P32 各法科大学院における教育上主要と認められ 各法科大学院における教育上主要と認められ
る科目については，原則として，専任教員が配 る授業科目については，原則として，専任教員
置されていること。 が配置されていること。基準

８－４－１
解釈指針８－４－１－１ 解釈指針８－４－１－１

基準８－４－１に掲げる科目のうち必修科 基準８－４－１に掲げる授業科目のうち必
目については，その授業のおおむね７割以上 修科目については，その授業のおおむね７割
が，専任教員によって担当されていること。 以上が，専任教員によって担当されているこ

と。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

字句を削除した。P33 法科大学院の教員の授業負担は，各年度ご 法科大学院の教員の授業負担は，各年度ご
， 。 ， 。とに 適正な範囲内にとどめられていること とに 適正な範囲内にとどめられていること

基準
解釈指針８－５－１－１ 解釈指針８－５－１－１ 各専任教員の授業負８－５－１

各専任教員の授業負担は，他専攻，他研究 各専任教員の授業負担は，他専攻，他研究 担に係る「望ましい」
科及び学部等（他大学の非常勤を含む ）を 科及び学部等（他大学の非常勤を含む ）を 要件を明確にするため，。 。
通じて，多くとも年間３０単位以下であるこ 通じて，多くとも年間３０単位以下であるこ 修正した。
ととし，年間２０単位以下にとどめられてい ととし，年間２０単位以下にとどめられてい
ることが望ましい。 ることが望ましい。ただしなお，多くとも年間３０

単位以下であること。

字句を修正した。P36 解釈指針９－２－３－１ 解釈指針９－２－３－１
自己点検及び評価においては，当該法科大 自己点検及び評価においては，当該法科大

学院における教育活動等を改善するための目 学院における教育活動等を改善するための目基準
標を設定し，かかる目標を実現するための方 標を設定し，かか係る目標を実現するための９－２－３
法及び取組の状況等について示されているこ 方法及び取組の状況等について示されている
とが望ましい。 ことが望ましい。

P39 解釈指針１０－１－１－３ 解釈指針１０－１－１－３ 十分な施設面積では
教員が学生と面談することのできる十分な 教員が学生と十分に面談することのできる なく，十分に面談する

スペースが確保されていること。 十分なスペースが確保されていること。 ことのできるスペース基準
を求めるため，修正し１０－１－１
た。

字句を修正した。P40 法科大学院の各施設には，教員による教育及 法科大学院の各施設には，教員による教育及
び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的 び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的
に実施するために必要で，かつ技術の発展に対 に実施するために必要で，かつ，技術の発展に基準
応した設備及び機器が整備されていること。 対応した設備及び機器が整備されていること。１０－２－１
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

法科大学院の専用であP41 解釈指針１０－３－１－３ 解釈指針１０－３－１－３
るか，又は，管理に参画図書館の職員は，司書の資格及び法情報調 法科大学院の図書館の職員は，司書の資格

基準 し，支障なく使用するこ査に関する基本的素養を備えていることが望 及び法情報調査に関する基本的素養を備えて
１０－３－１ とができる図書館であるましい。 いることが望ましい。

ことを明確にするため，
修正した。

字句を修正した。解釈指針１０－３－１－７ 解釈指針１０－３－１－７
法科大学院の図書館には，その法科大学院 法科大学院の図書館には，その法科大学院

の規模に応じ，教員による教育及び研究並び の規模に応じ，教員による教育及び研究並び
に学生の学習が十分な効果をあげるために必 に学生の学習が十分な効果をあ上げるために
要で，かつ，技術の発展に対応した設備及び 必要で，かつ，技術の発展に対応した設備及
機器が整備されていること。 び機器が整備されていること。

P42 １－３ １－３
機構は，機構が実施する評価を，客観的な 機構は，機構が実施する評価を，客観的な

立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性 立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性１
の高いものとするため，評価担当者が共通理 の高いものとするため，評価担当者が共通理評価の組織
解のもとで公正，適切かつ円滑にその職務が 解のもと下で公正，適切かつ円滑にその職務
遂行できるよう，評価担当者に対して，評価 が遂行できるよう，評価担当者に対して，評
の目的，内容及び方法等について十分な研修 価の目的，内容及び方法等について十分な研
を実施する。 修を実施する。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

P43～44 ２－４ ２－４ 認証評価の透明性や
機構は，評価結果を評価報告書としてまと 機構は，評価結果を評価報告書としてまと 社会に対する説明責任

め，当該法科大学院を置く大学へ通知し，文 め，当該法科大学院を置く大学へ通知し，文 を果たす観点から，法２
部科学大臣に報告するとともに，印刷物の刊 部科学大臣に報告するとともに，印刷物の刊 科大学院を置く大学か評価の方法等
行及びウェブサイトへの掲載等により，広く 行及びウェブサイトへの掲載等により，広く ら提出された自己評価
社会に公表する。 社会に公表する。 書（法科大学院の自己

評価結果の公表の際には，評価の透明性を 評価で根拠として別添
図るため，当該法科大学院を置く大学から提 で提出された資料・デ
出された自己評価書（法科大学院の自己評価 ータ等を除く ）につい。
でにおいて根拠として別添で提出された資料 ても，評価結果の公表
・データ等を除く ）を機構のウェブサイト の際に併せて公表する。
に掲載する。 旨の記述を追加した。

P48 ６－１ ６－１ 各種の手続について
機構認定法科大学院は，基準９－３－２に 機構認定法科大学院を置く大学は，基準９ は，認証評価の申請を

規定する教育活動等に関する重要事項を記載 －３－２に規定する教育活動等に関する重要 行う大学に対すること６
した文書を，別に定めるところにより，法科 事項を記載した文書を，別に定めるところに を明確にするため，修教育課程又
大学院年次報告書として 次の評価までの間 より，法科大学院年次報告書として，次の評 正した。は教員組織 ， ，
毎年度，機構へ提出するものとする。 価までの間，毎年度，機構へ提出するものとの重要な変

する。更への対応

６－２ ６－２
機構の評価を受けた法科大学院は，教育課 機構の評価を受けた法科大学院を置く大学

程又は教員組織に重要な変更を行った場合に は，教育課程又は教員組織に重要な変更を行
は，別に定めるところにより，当該変更につ った場合には，別に定めるところにより，当
いて機構に届け出るものとする。 該変更について機構に届け出るものとする。
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法科大学院評価基準要綱対照表

変更箇所 現行 改訂案 改訂理由

「法科大学院評価基準P49 ７－２ ７－２
要綱」のP43～44「２ 評機構に対し，評価に関する法人文書の開示 機構に対し，評価に関する法人文書の開示

７ 価の方法等」２－４の変請求があった場合は 「独立行政法人等の保 請求があった場合は 「独立行政法人等の保， ，
。情報公開 更に伴い字句を追加した有する情報の公開に関する法律 （以下 「独 有する情報の公開に関する法律 （以下 「独」 ， 」 ，

立行政法人等情報公開法」という ）に基づ 立行政法人等情報公開法」という ）に基づ。 。
（追加の取り消し）き，原則として開示する。 き，原則として開示する。

「法科大学院評価基準ただし，法科大学院等から提出され，機構 ただし，法科大学院等から提出され，機構
要綱」のP43～44「２ 評が保有することとなった法人文書の開示に当 が保有することとなった法人文書（当該法科
価の方法等」２－４で公たっては，独立行政法人等情報公開法に基づ 大学院が作成する自己評価書（法科大学院の
表するものについても，き当該法科大学院等と協議するものとする。 自己評価で根拠として別添で提出された資料
協議の対象とすることが・データ等を除く ）は除く ）の開示に当た。 。
適切であるため，取り消っては，独立行政法人等情報公開法に基づき
した。当該法科大学院等と協議するものとする。
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「望ましい」要件の解釈指針の取扱いについて

平成１８年度実施 平成１９年度実施

①解釈指針２－１－３－２（５） ①解釈指針２－１－３－２（５）

法律実務基礎科目については （１）及び（３）に定める内容の授業科目並びに（４）に例示 法律実務基礎科目については （１）及び（３）に定める内容の授業科目並びに（４）に例示， ，

する内容の授業科目に加え，公法系の諸問題を含む訴訟実務に関する授業科目及び各法科大学 する内容の授業科目に加え，公法系の諸問題を含む訴訟実務に関する授業科目及び各法科大学

院の目的に応じて専門的訴訟領域の実務に関する授業科目を開設することが望ましい。 院の目的に応じて専門的訴訟領域の実務に関する授業科目を開設することが望ましい。

②解釈指針６－１－５－１ ②解釈指針６－１－５－１

大学等の在学者については，入学者選抜において，学業成績のほか，多様な学識及び課外活 大学等の在学者については，入学者選抜において，学業成績のほか，多様な学識及び課外活

動等の実績が，適切に評価できるよう考慮されていることが望ましい。 動等の実績が，適切に評価できるよう考慮することに努めていること。

③解釈指針６－１－５－２ ③解釈指針６－１－５－２

社会人等については，入学者選抜において，多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価で 社会人等については，入学者選抜において，多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価で

きるよう考慮されていることが望ましい。 きるよう考慮することに努めていること。

④解釈指針８－１－２－２ ④解釈指針８－１－２－２

基準８－１－２に規定する専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での公 基準８－１－２に規定する専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での公

的活動や社会貢献活動も自己点検及び評価の結果の公表その他の方法で開示されていることが 的活動や社会貢献活動も自己点検及び評価の結果の公表その他の方法で開示されていることが

望ましい。 望ましい。

⑤解釈指針８－２－１－５ ⑤解釈指針８－２－１－５

各法科大学院は，その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる場合には，基 各法科大学院は，その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる場合には，基

準８－２－１に定める数を超えて，専任教員を適切に配置するよう努めることが望ましい。 準８－２－１に定める数を超えて，専任教員を適切に配置するよう努めることが望ましい。

⑥解釈指針８－５－１－１ ⑥解釈指針８－５－１－１

， ， （ 。） ， ， ， （ 。） ，各専任教員の授業負担は 他専攻 他研究科及び学部等 他大学の非常勤を含む を通じて 各専任教員の授業負担は 他専攻 他研究科及び学部等 他大学の非常勤を含む を通じて

年間２０単位以下にとどめられていることが望ましい。ただし，多くとも年間３０単位以下で 年間２０単位以下にとどめられていることが望ましい。ただし，多くとも年間３０単位以下で

あること。 あること。

⑦解釈指針９－２－２－１ ⑦解釈指針９－２－２－１

法科大学院には，教育活動等に関する自己点検及び評価を行う独自の組織が設置されている 法科大学院には，教育活動等に関する自己点検及び評価を行う独自の組織を設置することに

ことが望ましい。 努めていること。

⑧解釈指針９－２－３－１ ⑧解釈指針９－２－３－１

自己点検及び評価においては，当該法科大学院における教育活動等を改善するための目標を 自己点検及び評価においては，当該法科大学院における教育活動等を改善するための目標を

設定し，係る目標を実現するための方法及び取組の状況等について示されていることが望ましい。 設定し，係る目標を実現するための方法及び取組の状況等について示されていることが望ましい。

⑨解釈指針１０－１－１－２ ⑨解釈指針１０－１－１－２

教員室は，少なくとも各常勤専任教員につき１室が備えられていること，非常勤教員につい 教員室は，少なくとも各常勤専任教員につき１室が備えられていること，非常勤教員につい

ては，勤務時間に応じて，授業等の準備を十分かつ適切に行うことができるだけのスペースが ては，勤務時間に応じて，授業等の準備を十分かつ適切に行うことができるだけのスペースを

確保されていることが望ましい。 確保することに努めていること。

⑩解釈指針１０－１－１－４ ⑩解釈指針１０－１－１－４

すべての事務職員が十分かつ適切に職務を行えるだけのスペースが確保されていることが望 すべての事務職員が十分かつ適切に職務を行えるだけのスペースを確保することに努めてい

ましい。 ること。

⑪解釈指針１０－１－１－５ ⑪解釈指針１０－１－１－５

学生の自習室については，学生が基準１０－３－１で規定する図書館に備えられた図書資料 学生の自習室については，学生が基準１０－３－１で規定する図書館に備えられた図書資料

を有効に活用して学習することを可能とするよう，その配置及び使用方法等において，図書館との有 を有効に活用して学習することを可能とするよう，その配置及び使用方法等において，図書館との有

機的連携が確保されていることが望ましい。 機的連携が確保されていることが望ましい。

自習室は，学生総数に対して，十分なスペースと利用時間が確保されるよう努めていること。 自習室は，学生総数に対して，十分なスペースと利用時間が確保されるよう努めていること。

⑫解釈指針１０－３－１－３ ⑫解釈指針１０－３－１－３

図書館の職員は，司書の資格及び法情報調査に関する基本的素養を備えていることが望ましい。 図書館の職員は，司書の資格及び法情報調査に関する基本的素養を備えていることが望ましい。


